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第十

11

镫

(

九六〇>‘
雜
錄
戦
爭
と
信
用
通
货

# 

は
自
ら
明
な
る
を
見
る
可
し
。
.蓋
し
簿
記
は
會

W
學
の 

剛
明
し
た
る
®

理
原
則
に
難
據
し
て
初
め
て
與
自
身
の 

職
貴
を
全
ふ
す
る
を

#
可
く
、
踨
杳
は
肋
を
此
魃
に
借 

&
て
當
西
を

fi
]
®f
す
可
き
準
細
を

#
る
に

¥
一
 
る
ヾ」

謂
ふ 

可
き
次
第
た
れ

«'
な
り
。 

{

戰

爭

ご

信

用

通

貨

幷

に

財

政
㈢

堀

歸

•
'

:第
1
!窣

：第U

節

，銀
行
の
狀
態(

續)
::
.

,

..
:

ニ
、
市
中
諸
銀
行

(

續)

，

:

⑼
、
预
金
の
墦
加
？
千
九
|̂

十
六
年
中
市
中
諸
龈
行 

:

の
預
金
は
ニ
億
七
西
十
三
萬
四
千
破
.の
增
加
を
示
し
た 

る
が
、
此
僧
加
の
原
因
た
：る
、
半
九
百
十
四
年
幷
に
同 

十
五
年
に
於
け
る
異
常
の
增
加
ビ
同
じ
ぐ
、
政
府
#
に 

銀
行
が
谷
輝
の
形
態
に
於
て
、
信
用
を
製
造
し
た
る
の

U

財
政
，
 

第
七
號 

八
山
ハ

事
實
に
存
す
る
も
の
と
す
可
し
。
元
來
银
行
が
^
^
公 

偾
に
應
慕
す
る
と
き
は
、
取
引
先
の
預
金
に
泔
加
を
蓝 

胆
3

C

る
を
得
ず
。
即
鈒
行
は
公
依
に
應
淼
す
る
や一 

方
に
政
府V」

契
約
し
右
.
の
應
蕊
に
銜
し
て
拂
込
む
f

 

金
额
を
政
府
^
物
資
勞
カ
を
提
供
し
れ
る
銀
行
収
引
先 

の
預
金
勘
定
に
移
す
を
得
れ
ば
な
ぅ
。
■又
千
九
西
十
六 

年
中
銀
行
全
體
の
：預
金
に1

ー
億
七
西
十
三
蔣
鸿
千
磅
を 

增
加
し
た
る
S

共
に
、
支
挪
準
備
金
に
一
億」

千
三
西 

莴
磷
の
增
加
を
來
し
た
b

。
此
增
加
.
は

政

府

に*]
す

る 

市
中
諸
銀
行
の
一
時
的
貨
出
、
市
中
諸
銀
行
の
所
在
に 

屬
す
る
政
府
紙
幣
の
增
加
S

政
府
紙
幣
償
還
資
金
-に
對 

す
る
政
.府
.の
取
#

に
基
き
、：銀
行
の
取
引
先
が
現
金
を 

以
て
引
出
す
ょ
b

も

多

額

の;̂
金

を

爲

し

た

る

か

故

に 

非
ず
。
而
し
て
預
金
僧
加
め
支
挪
準
備
金
增
加
R

比
較 

し
て
火
な
る
は
當
座
幷
に
短
期
通
知
資
金
に
於
け
る
增 

加1
1

千

萵

磅

、

割.^
手

形

に

於

け

る

增

加

因

チ

^

11

萵 

磅
、
普
®
の
取
引
先
に
し
て
政
府
よ
り
交
挪
を
受
け
ん

と
す
る
.者
忙
對
す
る
貨
付
金
の
增
加
三
千
五
.
百

萵

磅

.
の 

存
す
る
が
攸
に
しV

、

是
等
の
金
額
に
現
金
準
備
金
の 

增

加

を

加

ふ

，
る

V
J

き
は
、
ニ
億
一
千
七
百
萬
破
に
，上
令 

可
<

、
其
預
金
：の
增
加
に
對
し
:1
:

1

千
萬
磅
の
相
違
あ 

る
は
、
英
蘭
銀
行
以
外
の
銀
行
紙
幣
流
通
高
の
增
加
七 

西
萵
磅
、
ン
銀
行
積
立
金
の
減
少
商
萬
磅
放
資
の
減
少
四： 

百
®

破
ぁ
る
が
故
な
り
:°

班
に
:̂

九
:1
5

十
六
年
末
ビ
千 

九
西
十
三
年
末
^
に
就
て
ヽ
銀
行
の
取
引
先
に
對
す
る 

當
座
勘
定
ゼ
比
較
す
るU

、
.

前
者
に
於
て
四
億
八
西
萬 

磅
の
增
加
を
示
し
、
，>

年
0;

增
加
割
合
1

億
三
千
六
百 

氣

镑

：に

し

で

、
：
戰

前

即

ち

千

九

西

闽

年

：ょ

ぅ

同

十

三

年

. 

に
至
：
る

平

均

增

加

三

千

萬

破

に

對

し

て

:•
"

異

常

の

膨

脹 

を
吿
げ
た
る
こ
^

を
知
ら
ざ
る
可
か
ら
す
。

銀

行

信

用

と

肷

引

先

0
,預

金

と

の

關

係

を

明

瞭

な

ら
.

 

し

む

る

爲

め

、.
委

員

會

め

，1
員

は

雨

者

の

關

係

を

律

す
 

る

极

本

原

則

に
s

b

て
、

左

の

如

き

耍

項

を

報

吿

し

/2

(
<
:
)

銀

，
行

預

金
.
が
本
時
に
於
て
增
加
す
る
は
、.

主
€
 

し
て
信
.
.用
の
膨
脹
に
基
ぐ
も
©
な

千

九

西

四

年 

ょ
り
同
十11:1

年
^

至
.る
十
年
間
銀
行
預
金
ば
每
年
苹 

均
三
千
萬
破
を
增
加
し
た
る
がr

此
內
ニ
千
七
西
莴 

磅
は
銀
行
の
信
用
.膨
脹
に
基
..
.

&
、

取

引

先

が

.法

貨

を 

以
て
：表
入
れ
た
る
金
額
の
其
引
出
し
た
る
金
額
£

 

過
し
た
る
は
僅
に
三
西
萬
磅
に
止
ま
れ
り
。

'

B

.

)

銀
行
が
引
續
き
社
會
に
信
用
を
供
ぅ
る
間
は
龈 

行
0

預
金
債
務
は
.之
に
侔
つ
て
增
加
す
可
し
。
蓋
し 

銀
行
が
債
務
を
負
は
ん
か
、
其
偾
務
に
し
て
法
貨
を 

以
て
联
付
け
ら
れ
ざ
る
限
り
、
銀
行
の
帳
簿
に
於
て 

.偾
權
の
記
入
せ
ら
る
く
も
の
あ
る
可
く
、
銀
行
の
预 

金

の

.：約

九

割
£

0

の
信
用
の
膨
脹
し
た
る
結
果
に 

外
な
ら
ざ
れ
ば
«

り
6

■

(

C

>

銀
行
に
し
て
所
謂
信
用
の
：營a
者
.た
る
以
±
 

は
、
其
取
引
先
に
對
し
て
贷
付
金
を
爲
す
や
、
取
に
” 

敗
5|

先
の
爲
'め
^

.ヽ
帳
簿
上
の
振
替
&
入
を
梦
す
に

笫

七

轉
,-
:

':
'

-

.
八

出
.'
;
'::

第
十
二
•翁
'

 

(

九六

一
)

雜錄戰爭と信用通財政一



第
十
二
碰

(

九六ニ}

雑
錄

It
ま
る

。
睢
鈒
行
は
其
支
挪
準
備
金
即
ち
手
元
现
金 

幷

は

英

蘭

銀

行

，

於
げ
る
：预

金

殘

高

仁

依

て

貨

付

金

. 

の
金
额
を
制
す
る
を
必
要
と
す
。

.
D)

重
な
る
銀
行
は
何
れ
も
英
蘭
銀
行
に
，信
用
残
高 

を
有
し
、
鈒
行
間
に
於
け
^
交
換
尻
の
決
濟
に
充
つ| 

る
：と
共
に
、
取
引
先
の
預
金
引
出
が
预
金
预
入
に
起 

過
し
た
る
場
合
の
支
拂
に
備
ぅ
る
も
の
と
す
。

(

e

)

m

行
於
其
取
引
先
の
预
金
に
於
け
る
增
加
ょ
り 

も
大
な
る
犸
度
に
於
て
、
#

用
を
許
す
ミ
き
は
、
其

| 

支
拂
準
備
金
は
漸
次
他
銀
行
の
拿
裡
に
移
ら
ざ
る
を| 

得
ず
。
即
ち
取
引
先
0

预
金
幷
に
支
拂
準
備
金
は
他 

f
の
諸
银
行
が
信
用
を
與
i

股
度
に
依
て
消
長
す
る 

も

.

の
ど
す
可
く
、
唯
地
方
の
事
情
が
此
間
に
於
て
信j 

用
の
分
配
を
左
右
す
る
乙
-(
£

あ
6
 

5

す
。

9

)

现
在
の
預
金
が
銀
行
に
偾
權
を
有
す
る
人
に
移 

さ
る
れ
ば
、
預

金

の

金

額

は

爲

め

に

減

少

す

可

く

、
 

貸

付

の

行

は

れ

た

る

場

合

に

は

、
舊
偾
權
は
新
债
權

八
：八
;-
.
:

の
振
替
に
依
て
、
鉗
却
せ
ら
る
、
を
以
て
、
®
金
の 

金
額
は
新
侦
權
の
爲
め
に
、#

に
膨
臁
せ
ざ
る
可
し
.
。
1

(

G

)

观
代
の
信
用
狀
態
の
下
R

於
け
‘
る
m

行
の
業
務 

は
.一
一
種
の
性
質
を
有
す
。

即
ち
一

‘
方
.に
現
在
の
預
金
. 

を
取
引
先
の
命
令
に
依
：て
他
に
移
し
、
他
の
一
方
に 

信
用
の
貸
付
を
增
加
し
て
、.
預
金
を
膨
脹
さ
る
、
も 

の
是
な-

C
S
O

(

H

)

現

存

す

る

信

用

を

移

し

、

又

新

な

る

信

用

?:
設 

く
る
こV

J

は
近
代
の
生
産
に
於V

、
絕
.對
に
必
喪
な 

る
を
以
て
、
鑤
行
.は
社
會
に
大
な
る
効
用
を
致
す
可 

し
。

'

(

I)

戰
時
に
於
け
る
政
府
ビ
平
時
に
於
け
る
公
衆
と 

は
銀
行
ょ
6

信
用
を
得
る
.に
就V

、
大
な
る
相
違
あ 

り
、
前
者
は
、
戰
爭
に
.伴
ぅ
破
墩
的
目
的
を
達
す
る 

物
資
勤
勞
を
生
產
し
、
消
费
す
る
爲
め
杧
す
る
に
反 

し
、
後
者
は
生
產
カ
を
增
加
し
、
.將
來
社
會
の
用
に 

供
せ
ら
る
、
物
資
の
供
給
.を
增
加
す
る
爲
め
に
す
る

_

爭
と
信
‘用
通
货
并
に
財
政

 

、
.笫
七
號

:

も
の
な
\

(

J

)

瑶
事
公
偾
に
對
す
る
公
衆
の
應
募
は
單
に
銀
行 

預
金
に
對
す
る
所
有
權
の
移
轉
た
る
に
±
ま
り

、
此 

移
«

を
爲
1

た
る
漭
は
其
«
«
妃
»胄

の
©

書

を

領 

I

收

し

、

將

來

の

生

產
;#
に

動

勞

に

對

す

る

權

利

を

有 

す
る
も
の
？

-
然
ら
ば
近
代
の
銀
行
業
の
狀
谣
に 

.

於
て
軍
事
公
債
の
發
行
せ
る
；、
場
合
に
は
、
發
行

株」

，

式

:

丨
銀
、

_
_

■
:
,
:
h英
，，.蘭
 

土 

'ゥ H 

1

/y
ス

.
T

 
九

•-
-
•三
年 

一
九
二
四 

1

九

一.

五

一
九

H

ハ

一

S
、

'軍
事
公
債
の
影
響
。
千
^

I
I

十
七
年
一
月
十
二 

日
ょ
り
一
一
月
十
六

m

k

至
、る
間
に
發
行
せ
6

れ
た
る
軍 

事
公
偾
の
成
續
に
就
て
は
、
後
に
論
ず
る
所
あ
る
可
し 

本
項
に
於
て
は
其
金
融
に
及
ぼ
せ
る
影
響
に
就
て
述
べ 

ん
に
、
同
公
偾
の
應
慕
高
は
約
十
億
礦
に
上
り
た
る
が 

第
十i

l

卷

(

九
六
三
V

:
雜

錄

の
條
件
、
資
金
«
集
.の
方
法
>
公
衆
を
誘
ふ
に
足
6
且 

つ
一
方
に
公
債
の
柳
込
ま
る
ゝ
に
、
經
費
と
し
て 

拂
出
る
ゝ
時
期
の
猶
豫
あ
ら
ん
か
、
發
行
額

.の

.大
な 

る

を

得

る

道

理

な

^
,
。
.

千
九
西
十
一

1

一
年
：ょb

同
十
六
年
に
於
け
る
英
國
讀
银 

行
の
預
金
を
比
較
す
る
に
、
左
の
如
し
。

‘

,
(

單
位
1

千
磅)

個
人
鈒
行
 

' 

合

計

 

铄
年
の
埘
加

P 
-
1
バ * 
ノ

八
0

九
、三
五
ニ 

八
九
五
、五
六
ー 

九
九
•
u、
s;
aL
五
. 

、
一
五
四
、
八
七
七

蘇

格

0

1

ニ
3£
、
八
八
七 

十
三
ニ
、
五
〇
四 

一
四
〇
、
3L
六
八 

一
六
六
、
六
ニ
〇

P

/

愛

■

七
〇
、
六
五
七 

七
四
、
五
〇

1

. 

七
七
、七
ニ
ニ 

八
三
、
七
四
六

U

七
、
〇
九
〇 

三
ニ
、
八
七
四 

三
ニ
、
八

九1 

三
'
 r

八
三

1
、
〇
三
ニ
、
九
八
六 

一
、
ニ
ニ
五
、
四
四
〇 

一
、
ニ
四
三
、
七
三
山
ハ 

:
、
四
四
が
、.四
--
*1.

六

四
六
、
五
六
3 

一
〇
ニ
、
四
五
四 

一
〇
八
、
ニ
九4

ハ 

ニ
〇
〇
、
六
九G

.

應
.募
高
中
七
割
乃
至
，八
割
は
應
慕
ビ
同
時
に
、

全
額
の
'
 

拂
込
を
了
し
た
る
が.故
に
、
市
中
諸
銀
行
は
僅
々
 
一

I

三 

週
間
内
に
國
庫
に
六
傲
乃
至
六
德
五
達̂
 ̂(

應
慕
潘 

が
柳
込
に
代
用
し
た
る
大
藏
洛
證
芬
を
除
き

)

を
挪
% 

ま
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
こ
と
、
な
ケ
、
此
金
额
は
取
引
先

戦
爭
ミ
信
川
孤
货
并
に
財
政

第
七
號

公



愆士

 

I
#

<

九
六

H
p

雜
錄

.

戦

爭

と

信;»
通

货

邦

に

財

政

 

笫

七

號
 

九

〇

る
も

の
あ
る
を
以

^-
、
左
に
抄
出
ず
可
し
。

の
預
金
の
半
额
に
當
れ
ト
。
此
廣
大
な
る
金

a
上
の
取 

引
は
國
雕
が
取

#
公

侦
の
勘
定
に
苑
て
、
、
市
中
餅
鈒 

行
ょ
り
柳
込
む
資
金
を
受
取
る
に
隨
ひ
、
之
を
拂
出
し 

た
る
こ
と
に
依
て
行
は
れ
、
斯
く
て
諸
銀
行
紀
於
け
る

. 

肷
引
先
の
预
金
幷
に
英
脇
銀
行
に
於
け
る
諸
銀
行
の
殘
一 

高
を
し
て
、
谣
狀
に

®
せ
し
む
る
を
得
た
り
。
而

し

て

| 

以

上

の

挪

込

を

容

易

な

ら

し

む

る

を

得

た

る

一

原

因

ビ| 

し
て
は
、：
市
中
諸
龈
行
が
短
期
間
を
限
つ
て
、
：英
藤
餵 

行
に
融
通
し
た
る
遊
金

.の
全
部
又
は
■一
 

部
を
囘
收
し

、
：. 

al
に
進
ん
で
英
蘭
龈
行
ょ
時
の
借
入
金
を
.
爲した 

る
の
事
實
を
摩
ぐ
可
く
メ
當
時
諸
餵
行
は
英
繭
銀
行
に 

就
き
、：

一
個
月
期
限
な
.れ
ぱ
五
分
の
刺
子
を
以
て
ヽ
其 

以
上

.の
期
限
.な
れ
ば
五
分

1

.1
:
五
毛
の
利
午
を
以
て
.
、

| 

資
金

^
借

入

る

、
を
得
た

h

;:
°:

Hコ
ノ
ミ
ス
ト
が
ニ
月 

ニ
十
四
日
、
三
.月
1
1
.
1
日
ヽ
同
十
日
狻
行
の
誌
上
に
於
て
、
. 

I
I
,

ニ
十
一
日
、
_同
ニ
十

.八
日
、
三
月
八
日
‘付
の
英
蘭 

鈒
行
營
業
報
吿
に
就
て
爲
し
た
る
說
明
は
瀣
考
に
資
す

m

行

營

業

報

吿

に

於

て

、「

政

府

證

讲

」

に

五

千

鸹

磅
 

の

減

少

を

示

せ

る

は

、

國

服

が

借

入

金

を

決

濟

し

た
 

る

結

果

に

し

て

、

又

「

其

他

證

帮

」

に

四

千

九

1:
-
)
與

磅
 

を

增

加

し

た

る

は

、

諸

龈

行

が

英

蘭

龈

行

に

贷

付

け
 

た

る

資

金

を

囘

收

し

た

る

結

果

な

り

。

銀

行

營

業

裉

吿

に

於

て

「

其

他

®

書

」

に
 

一
|
千

四

1-
1

离
 

磅

を

增

加

し

た

る

，は

、

諸

銀

行

が

英

蘭

銀

行

に

就

て
 

借

入

金

釔

爲

す

^

共

に

ヽ

貸

付

金

を

囘

收

し

た

る

結
 

M
s
h
y
o

0
行
營
業
報
吿
に
於
て「

其
他
證
書」

に
七
千
八
'百
i
A 

十
萬
磅
.を
增
加
し
、.「

政
府
證
#

」

に
.五

千

五

十

海

磅 

を
減
少
し
た
る
は
、
政
府
が
銀
行
に
偾
務
を
&
濟
し
、
 

龈
行
が
.
市
場
又
は
他
の
銀
行
.に
貨
出
を
爲
し
れ
る
結 

f

 

b

o

.債
務
.に
於
て
四
.千
五
：百
莴
磅
‘
の

「

其
：他
预
：
 

金」

を
減
じ
、七
千
コ
一
百
萬
磅
の「

政
府
预
金J

を
加
へ
. 

た
る
が
如
き
、
，銀
行
が
其
背
後
に
當
裕
な
る
社
會
0
:

:
信
任
5:
'

有
ず
を
場
合
に
、
帳
«
上

の

記

入

に

俄

で

、
ィ 

大
な
急
敗
引
を
爲
す
こ
と
を
得
る
の
例
證V 」

ず
る
を 

得
ぺ
し
。
：

.

軍
事
公
®

の
豫
吿
せ
ら
る
、
や
、
銀
行
業
潘
の
問
に 

は
現
金
の
大
移
動
の
起
.る
を
避
く
.
る
爲
め
、
銀
行
.取
51 

先
：其
他
の
公
偾
に
對
す
る
挪
込
金
は
之
を
其
ー
燼
取
扱
鈒 

行
に
；预
入
れ
置
き
必
要
の
生
ず
る
に
隨V

、

政
府
に
於 

て|

之
を
取
立
つ
る
こ
と
：、
し
、
旣
往
の
公
债
に
於
け
る 

:

•

•

::
:
-
貯」

I
蓄
-
銀

行
:'
'

け
!
^
一
 

，一

九

一

三

年

..

.

.

.

.
如
c

r

直

迄

蕾
p

0

_

庫
勘
定
じ
移
さ
し)

め
ざ
が 

の

參

見

：を

懷

く

考

あ

ト

な

れ

^

も
、
.大
藏
省
の
察
る
y
 

所
ミ
爲
ら
す
、
§

銀

行

办

國

庫

金

勘

定

‘
に

移

す

に

先 

だ
ち
、
拂
込
の
日
ょ
V

十
五
は
間
収
扱
銀
行
に
應
慕
金 

_

?:
預

入

れ

置

ぐ

折

衷

策

行

は

る

 

>

己v
j

、
な.れ

り

。

.

三

、
.
貯

蓄

銀

行 

貯
菩
鈒
行
に
於
け
る

貯
金
幷
に
郵
.便

：貯

金

に關
す
る 

統
剖
を
擧
ぐ
れ
ば
、
左
の
如
し
，
.

.
十
二
月
一
一

十
：：！

：
.

.に
終
る
¥
次

M
,
行

.數 

* 

ニ
〇
ニ 

頸

^

者數ニ
、

九

 
一
ニ
、八
二
〇

:僧:
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加

.ド

：四ニ、三
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般

部
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四
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一
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五
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六
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九
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九
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、
九

四

.四 

:
■
:

:五
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ニ
四

玉

三

、
九
四
：
一
ニ
、
ニ

七

1

谤

' 

J

îE
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、
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五 

'
六
九
、四
五
三
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八
-
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泔
九
〇
五
、九
〇
九

诚

戟
爭
と
信
刖
澉
货
弁
に
財
政

一
九
一
五
年
.

' 

1

九
.1: 

一
、
九
六
六
、七
三
〇 

四
.八
、七
八
六

一
九1

六
平

一
九
〇 

二
、〇
一
五
、五
五
〇 

四
八
、
八
ニ 

0

5£
一
、四

1

ニ
、三
七
〇
磅
五
三
、七
八
三
、〇
〇
〇
镑 

1

五
、
三
七
七
、
ニ
八
' 
一

.1

四
、
六
三
三
、
四
七
四 

六
-:

ハ、七
八
九
、六

五

一

，パ
八
、叫
一
六
、叫
七
四 

1
r

六

六

四

、
，
ニ

一

讓

，
财

一

.、
ろ

一

六

、
八

 

一
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七
m
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卷
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九
六
六
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雜

*

錄
職
爭
と
信
川
姐
货
#
に財政

第七城

九1
1

十
-ニ

月
忡

1

日：

 

に
終
る
牢
次

r

金
ボ
數

咐 

加

預
金
求
勘
足

垴 

诚

'
一
九
一
三
年

 

九
、一 

<
〇
、九

31

.〇 

三
，一二
、九
四
ニ 

一八七、ニ
四
八
、一六七
 

咐
五
、ー四三、六〇三

I

九

1

四
苹

'

九
、ニ
八

1
、三
七
〇 

.

1
〇
〇
、四
 

一一〇
 

1

九
〇
、：土三
三
、ニ
〇
八 

泔

■

三
、こ
八

^
、〇
.四ー

1

九
一
五
年

九
、九
七
一
、六
七
五
，
 

六
九
〇
、三
〇
五 

一
八
六
、三

1

一七、玉
八
四

' 

減
四
、一一〇五、

/<
一一四，

郵
便
總
長
は
千
九

西
十
五

年
郵
便
貯
金
報
告
に

於
て 

「

甚
額
の
資
金
.が
跟
事
公
偾
#
に
國
庫
偾
券
に
供
せ
ら 

れ
た
る
に
拘
は
ら
ず
、
«
郵
便
貯
金
に
影
製
を
及
ぽ
す 

こ
と
の
寡
少
な
ぅ
し
は
、.注
目
す
可
き
事
實
な
り
^

す
。
 

千
九
亩
十
五
年
六
七
爾
月
四
分
五
厘
剌
付
公
債
办
應
募 

中
、：
貯
金
引
出
高
は
平
時
に
比
し
て
ヽ.

1

千
八
百
寓
磅： 

を
超
過
し
た
る
が
、
千
九
宵
十
六
年

一一

一
雨

月
五
分
利 

付
國
庫
債
券
發
行
の
際
に
は
、
其
額
の
遙
に
少
な
き
を 

得
た
り」

$

說

明

し

？

大

藏

大
15

亦
千
九
百
十
七
年
ー
一
： 

月
ニ
十
六
日
下
院
に
於
て
、
軍
事
公
債
の
募
集
運
動
中
、
 

郵
便
貯
金
の
引
出
の
，行
は
れ
ざ
る
こ
と
に
就
て
、
 

特
に
：注
遺
を
施
し
、
其
結
粜
千
九
西
十

五，

年
に
比
較
：
 

し
て
、
公
債
の
發
行
大
な
り
し
に
拘
は
ら
す
、
引
出
高
.

は
六
西
莴
磅
の
少
な
き
を
得
た
る
己
ビ
を
陳
述
じ
た

h
y
o

第
三
章
證
券
動
員 

英
國
が
證
券
働
員
を
實
行
し
た
る
は
、
聯
合
諸
國
が 

合
衆
國
に
於
て
多
額
：の
食
糧
幷
に
跟
需
品
を
購
入
し
、
 

為
め
に
生
す
る
偾
務
を
決
濟
す
る
の
必
要
に
出
で
た
る 

も
の
に
し
て
、
政
府
の
.購
入
し
た
る
有
價
證
券
の
或
る 

も
の
は
直
接
に
合
衆
國
に
於
て
賣
却
せ
ら
れ
、
或
る
も 

.の
は
八
ロ

衆
國
に
於
て
發
行
甘
ら
れ
た
.
る

英
國
公
債
め
擔 

保
ビ
な
れ
6

0

而
し
て
戰
爭
第
三
年
に
於
て
、
.動
員
計 

畫
の
適
用
が
、
搬
張
せ
ら
るA

ミ
共
に
、
種
々
®
改
疋 

を
受
け
、
殊
代
其
強
制
的
耍
件
を
生
じ
た
る
を
以
セ
、 

著
し 
S
7
p
:
:
0:
^

f

';
-
Q

:

®fc
fs

ぐ
る
ほ
動 
2

2

^

1實
1

以
，

來
.の」「

斑

を

示

す

も

の

な

&

。

計
蕺
八
ヽ
：
千
九
西
十
五
年
十
二
月
十
三
日
大
藏
大
B1 

.は
下
院
に
於V

"

政
府
♦か
對
米
爲
替
の
確
實
を
期
す
る 

目
的
を
以
て
、
英
國
に
於
て
.
所

有

せ

ら

る

’
、
合

衆

國

又 

は
加
奈
陀
卵
證
券
を
直
：接
に
買
入
れ
、';

又
は
，

借
入
る
、 

希
M

を
有
す
る
こ
^

を
言
明
し
た
り
。
即
ち
指
定
せ
ら 

れ「

た
る
有
慠
證
券
の
所
有
*

は
時
®
を
以
て
瞪
券
を
國 

痺
^

賣
却
し
、
期
限
五
箇
年
、
.利

_

五

分

の

國

庫

債

券 

の
代
金
を
受
取
る
か
、
^

ら
ず
ん
ば4

一
 

年
間
の
期
限
を 

以
て
、
國
庫
に
有
«

瞪
券
を
預
託
し
、
利
子
配
當
金
.
の
：
 

外

に

、

證

券

の

额

面

苜

磅

に

:#
&

十

志

の

割

合

を

以

て 

每
年
手
數
料
を
交
付
せ
ら
る
可
く
？

一
 

方
に
政
府
は
或 

.
る
條
伸
の
下
.̂

、
預
託
せ
ら
れ
た
ふ
證
券
を
賣
却
す
-る 

を
得
る
f 

/と 
> 
レ
、
後

は

.政

府

は

有

價

證

券

の

國

庫

に 

預

記

せ

ら

る

、

ミ

？

を

獎

_

す
る
目
的
を
以
て
、
斯
く 

預
託
せ
ら
れ
ざ
る
證
券
に
對
し
て
は
所
得
一
磅

に
付
き 

一1

志
の
，^

合
を
以
て
、
附
沖
所
得
桃
'?
:

加
重
す
る
こ
€

、
し
た
.
0

0
 

.

.

1

.

B

S戰
爭
第1

.
U

年
の
初
期
に
於V

、

有
價
證
券 

の
動
員
に
關
し
て
ヽ

■

更

に

第

：

M

の
針
畫
の
實
行
せ
&
る 

、
を
見
た
り
。
此
計
畫
に
於
て
は
、
政
府
が
有
價
證
券 

を
購
入
す
る
.
こ
S

を
目
的
と
せ
ず
、
之
を
借
入
れ
て
、
 

以
て
財
政
上
の
便
に
供
：せ
ん
と
す
る
も
の
に
し
て
：、
ァ 

ル
ゼ
ン
チ
ー
シ
國
僙
、
同
鐵
道
證
券
、
伯
刺
爾
確
定
公 

債
、
加
奈
陀
^

偾
祥
代
鐵
道
證
券
、
埃
及
、
ス
ネ
ン
デ 

ナ
グ
ヰK

、

日
本
、和
蘭
、端
西
諸
國
債
幷
七
市
債
に
適」 

用
し
、
其
條
件V

J

し
て
是
等
證
券
の
所
有
潜
は(

，

1
)

、千 

九

西

十

七

：年
1

1

.

.

2

1
ナ

一

日

ょ

ぅ
3£
«

ヰ
を
»1

限
.ヾ

」

し 

て
、
國
庫
に
有
價
證
券
を
交
付
す
る
を
得
ベ
く
、
但
し
政 

府
は
千
九
百
十
九
年
：H

月l
i
l

十

一

日
以
後
は
三
個
月
以 

前
の
豫
吿
に
依
て
、
所
有
潘
に
_

券
を
還
付
す
る
を
#

 

へS

、證
券
0

所
有
著
は
國
靡
に
交
付
じ
た
る
後
に
於
て 

も
"
、
總
て
利
子
配
當
金
を
領
收
し
、
外
に
蹬
券
の
額
而 

價
格
茛
磅
に
付
き一

年
十
志
の
割
合
を
以
て
、
支
拂
を

笫
出
號
：

九

弄

「

-ジ

：：y

第
干
ゴ
卷

(
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)
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錄戦がざ信用瓶貨并に财政
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(

九
六
八

)
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鋒

戦

#
と
倍
用
姐
貨
并
に
財
政

 

‘
第
七
號
 

九
四

受
く
可
く
、(

三)

國
;i
i

i
は
交
付
期
問
內
は
何
時
た
ぅ
と 

も
必
3?

と
認
む
る
に
隨
ひ
、
有
偕
證
券
を
資
，却
す
る
權 

利
を
：留
保
す
、
但
し
斯
る
處
分
の
行
は
れ
た
る
後
に
於 

て
も
、
•證
券
の
预
記
漭
は
期
限
内
は
證
券
の
國
扉
杧
保 

持
せ
ら
れ
た
る
場
合
に
於
け
るw

同

一
.

の
支
挪
を
受
く 

可
ズ
、
湖
眼
滿
了
の
際
、.
國
庫
は
預
託
者
に
還
付
す
る 

R

、
同
一
種
の
有
價
瞪
券
を
以
て
す
る
も
、
:當
初
預
託 

し
た
る

と
同
一
の
激
最
.を

以
て
す
る
も
、
將
た
又
預
託 

當
時
の
價
格
に
五
分
を
加
へ
た
る
も
の
を
以
て
す
る
も 

可
な
-

C
V

と
す
る
の
諸
點
を
示
し
た
ム
。
而
し
て
八
月
十 

五
日
に
'
至
6

、
國
庫
に
し
て
他
日
預
託
瞪
券
の
或
る
も 

の
を
賣
却
す
る
，
の
必
要
に
際
會
す
る
も
の
ど
し
、
其
賣 

却
代
金
が
：預
託
價
格
に
五
分
を
加
へ
だ
る
も
の
ょ
ぅ
大
' 

な
b

し
^

き

に

は

、
预

，託

翁

は

期

限

滿

了

に

際

し

、
賣

却 

代
金
の
全
額
を
領
收
す
各
こ
マ」

、
八
月
士

1

日
に
指
定 

せ
ら
れ
た
.
る
有
價
證
券
の
預
託
價
格
は
八
月
十一.

日
偷 

敦
株
式
取
引
所
に
於
け
る
中
値
を
以
て
す
る
こ
ど
、
後

H

游
定
せ

ら

る

、
有
惯
證
券
に
於
て
は
指
延
前
：！！
の
同 

欉
値
段
を
以
て
す
る >

」

ど

•!
:
公
に
し

、

A

針
畫
の

下
に 

现
に
S

R

預
託
：せ
ら
れ
ね
る

来
國
弗
@

券
は
：千
九
m

 

十
六
年
九
月
十
闹
日
前
.に

-、

W

S

よ
b

希
a

を
^

出
：
 

一
づ
る
と
&

は
、
1 ^

計
畫
に
#

ず

を

得

る

こ
^

を
示
し
た
_

| 

»p 
o

j

政
府
が
预
託
蹬
：券
を
賣
却
す
る
權
刺
を
保
留
し
た
.る 

一

事
は

B

s t

畫
を
實
行
す
る

'

に
當

b

、

大
な
る
誤
解
を 

.

民
間
に
惹
起
す
る
原
因
^

な
れ
：レ
。
然
れW

も
政
府
：の 

意
恩
は
軍
に
外
國
に
慕
集
す
る
公
偾
の
擔
保
ミ
し
‘
て
、
 

预
託
識
券
を
使
用
す
る
に
止
ま
ぅ
、
現
に
大

藏

大

15

も
，：
 

八

月

二

十

一

一一

日

下

院

に

於

て

ヽ

預

託

證

f

賣
却
す
る 

\
が
如
き
は
、
英
國
政
府
に
於V

公
債
を
發
行
す
る
能
は 

ざ
る
に
至
る
遠
&

將
來
‘
の
翅
想
な
'
る
こ
ど
を
朋
言
し
た
. 

b

。

始
め
お
針
畫
は
任
意
的
な
り
し
が
、
結

局

八

訐

畫

：
 

に
於
け
るV」
同

じ

ぐ

、

一
磅
に
.付

き

ニ

志

の

附

她

所

得 

税

を
澦

記

せ
ら
れ
ざ
る
瞪
黎
の
所
得
に
賦
課
す
る
こ

と

、
.な
り
、
更
に
八
月
.

t

一
 

十
四
日
B

計

瘦

に

.包

含

す

可

き 

有
價
避
券
の
@

次
發
表
せ
ら
れ
次
る
に
次
い
で
、
時
に
. 

追
加
せ
ら
れ
、一

方
に
十
.

1

月
十
六
日
A

計
畫
は
廢
止
' 

せ
ら
れ
、
同
計
铍
に
預
託
せ
^

v

れ
た
る
證
券
は
總
て
B
 

計
畫
に
移
る
こ
ビ
>

な
れ
り
°

| 

證
券
猶
員
の
計
晝
に
»

'1
>

て
、-#.
を
進
め
た
る
各
の
一 

-

は
、.；證
券
猶
發
の
針
«

是

れ

な!>
:
.
。
：
即

ち

千

九

百

十

七
 

年
一
月
ニ
十
五
日
政
府
は
金
融
上
の
地
位
を
鞏
固
な
ら 

し
む
る
爲
め
に
必
.要
な
^

^

認

む

る

と

き

は

、
：
或

，る
極 

類
の
有
價
證
券
に
國
家
防
譲
餓
を
適
用
し 
>

:之
を
徵
發V

:

 

す
る
を
得
べ
く
、
賠
偾
金
は
證
券
が
任
意
に
國
庫
に
賣\. 

却
せ
ら
名
、
際
に
其
代
價
.を
決
定
す
る
マ

」

同
一
.
の

原

則

一 

に
據
る
可
く
、
又
國
庫
が
®
券
を
一
時
必
要
ミ
す
る
と 

き
は
、
，額
而
價
格
百
磅
に
付
き
十
志
の
料
金
を
.支
拂
ひ 

て
"

之
を
借
入
る
S

を
得
べ
し
。

千
九
百
十
七
年
四
. ^

合
衆
國
が
聯
合
國
に
加»

し
_て
. 

戰
淨
.夂
難
加
す
る
や
、，1

«
合
諸
鑛
の
合
雜
S

に

於

.

第
十
二
饴

(

九
六
九
}

雜

錄

銀

似
U

1

す
る
研
究

て
發
行
す
る
公
偾
に
.
は
擔
保
を
要
せ
ざ
る
K

至
れ
る
を 

以
て
英
國
政
府
亦
五
月
中
旬
s
b
^
爾
ヰ
B

,

#

#

0
 

T

K

有
價
p

^

:
の
‘預
記
を
受
く
る
乙
と
を
中
此
す
る
旨 

を
公
.に
し
た
：6

。
然
も
國
庫
は
合
衆
國
に
於
て
寶
却
す 

る
に
適
す
る
合
衆
國
幷
に
加
奈
陀
卵
證
券
を
麻
接
に
買 

入
る
，
の
希
望
を
有
す
る
や
、
論
を
俟
た
ざ
る
な
々
o

，
銀

價

に

，
關

す

る

硏

究

(

下)

：

；

小

林

武

男

第H
1

銀
，價

調

節
.に

關

す

る

各

_

の

施

設 

'

ス
叙
輸
出
入
の
管
遡 

銀
價
の
勝
*
に
就
て
最
も
打
擊
を
蒙
む
る
は
英
國
政
. 

府
に
じ
で
.
、
銀
價
0

四
'+

片
に
近
か
ん
S

す
る
昨
年
七 

月
印
度
政
府
を
し
て
先
づ
留
比
鈒
货
の
鋳
馈
ヽ
破
粹
又 

は
流
通
外
に
使
用
す
る
を
禁
止
せ
し
め
、
觅
に
鄠
で
鈒
.

第
七
號
 

九
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